
一般会計補正予算第１号案［令和５年 飯田市議会 第１回臨時会上程議案］における物価高騰等への対応事業

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（令和５年度分）の支給による子育て支援

食料等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給
することにより、生活を支援します（国の補助制度を利用）。

▶ 支給対象者
【ひとり親世帯】の方で、以下の①から③のいずれかに該当する方
① 令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けている方
② 公的年金等の受給により、令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けていない方（児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方）
③ 食費等の物価高騰の影響を受けて令和５年１月以降の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

【ひとり親世帯以外】の方で、以下の④若しくは⑤に該当する方
④ 飯田市から令和４年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）」を受給

した方
⑤ 上記④のほか、対象児童（令和５年度末年齢18歳以下の児童（障害のある児童については20歳未満））を養育する父母等であって

令和５年１月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

▶ 支給額
児童１人当たり50,000円

▶ 支給方法
支給対象者①、④の方 ･･･ 申請手続き不要で、受給の拒否が無ければ、児童扶養手当受給口座または令和４年度「低所得の子育て世帯に対する
支給対象者①、④の方 ･･･ 生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）」受給口座へ振り込みます。
支給対象者②、③、⑤の方 ･･･ 申請に基づき支給決定のうえで、指定口座へ振り込みます。

▶ 支給時期
給付金支給開始予定時期 令和５年５月下旬以降 ※申請に基づき支給する方へは、６月中旬以降

申請勧奨通知発送予定時期 令和５年６月上旬
申請受付開始予定時期 令和５年６月上旬
申請受付期限（原則） 令和６年２月29日

▶ お問い合せ
健康福祉部 こども家庭課 ☎ 0265-22-4511 内線5737・5738

･･･ 申請は不要
･･･ 申請が必要
･･･ 申請が必要

･･･ 申請は不要

･･･ 申請が必要

事業費 112,161千円
財 源 国補助10/10


